
Information

お知らせ

非常用電源装置等の購入費助成

　人工呼吸器等の電源が必要な医
療機器を使用する障がい児者が、
災害による停電等において日常生
活を継続することができるよう、
非常用電源装置等の購入に係る費
用を助成します。
◎助成金額　購入費または基準額
のいずれか低い額の９割を助成し
ます。
※ 生活保護受給者および町民税非

課税世帯に属する人は、全額助
成します。

◎対象者　以下の（１）（２）のす
べての要件を満たし、（ア）（イ）
のいずれかに該当する人

（１）町の住民記録台帳に登録され
ている人で、人工呼吸器等日常的
に生命・身体機能の維持に必要な
電気式の医療機器を使用している
医療的ケアが必要な重度障がい児
者（入院・入所中の人は対象外）

（２）個別避難計画を作成されてい
る人

　 （ア）呼吸機能障害の身体障害者
手帳をお持ちの人

　 （イ）医師が作成した非常用電源
装置使用証明書がある人

◎助成の対象となる非常用電源装
置等　正弦波インバーター発電機

（基準額：１２０, ０００円）、ポー
タブル発電機（基準額：６０ ,０００
円）、カーインバーター（基準額：
３０, ０００円）
※ 詳しい内容は町ホームページを

ご覧いただくか、次まで問合わ
せてください。

問合せ先  福祉課　☎ ３５－５３６９

住民税均等割のみ課税世帯 
給付金・子ども加算

◎ 住民税均等割のみ課税世帯 
（１世帯あたり１０万円）

支給対象世帯の要件
・ 令和５年１２月１日（基準日）

に町内に住民登録があること
・ 世帯全員の令和５年度分の住民

税所得割が非課税であること
・ 世帯に令和５年度分の住民税均

等割が課税されている人を含む
こと

・ 住民税均等割が課税されている
人の扶養親族等のみで構成され
る世帯ではないこと

・ 租税条約による住民税の免除を
届け出ている人がいないこと

・ 既に他の自治体から世帯主とし
て同趣旨の給付金を受給した人
を世帯に含まないこと

◎ 子育て世帯への加算（子ども加
算分／児童１人あたり５万円）

支給対象者（子ども加算分）
　次の（１）または（２）に該当し、
１８歳以下の児童を扶養している
子育て世帯

（１）「住民税非課税世帯給付金」
を受給した世帯

（２）「住民税均等割のみ課税世帯へ
の給付金」の給付対象となる世帯

児童の要件
　平成１７年４月２日生まれ以降
の児童、基準日以降に生まれた新
生児も対象
※同一児童について１回限り
※ 施設に入所している児童は対象外
◎申し出が必要な世帯　令和５年
１月以降に町内へ転入された世帯
は、次までに申し出が必要。
◎申請期限　６月２８日（金）
※６月３０日（日）必着
問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

営農に伴う住宅地付近等に 
おける農薬使用

　学校、公園、街路樹および住宅
地に近接する農地等において農薬
を使用するときは、農薬の飛散を

原因とする住民等の健康被害が生
じないよう、次のことに気をつけ
て農薬を使用しましょう。

（１）病害虫に強い作物や品種の栽
培、病害虫の発生しにくい適切
な土づくりや施肥の実施、人手
による害虫の捕殺、防虫網の設
置、機械除草等の物理的防除の
活用により、農薬使用の回数お
よび量を削減しましょう。

（２）農薬を使用する場合には、農
薬取締法に基づいて登録されて
いる、当該農作物に適用のある
農薬をラベルに記載されている
使用方法（使用回数、使用量、
使用濃度等）および使用上の注
意事項を守って使用しましょう。

（３）粒剤、微粒剤等の飛散が少な
い形状の農薬を使用するか、液
体の形状で散布する農薬を使用
する場合は、飛散低減ノズルの
使用に努めましょう。

（４）農薬散布は、無風または風が
弱いときに行うなど、近隣に影
響が少ない天候や時間帯を選
び、風向き、ノズルの向き等に
注意して行いましょう。

（５）農薬の散布に当たっては、事
前に周辺住民に対して、農薬使
用の目的、散布日時、使用農薬
の種類および農薬使用者等の連
絡先を、時間的余裕を十分に
もって幅広く周知しましょう。

（６）農薬を使用した年月日、場所
および対象農作物、使用した農
薬の種類または名称ならびに単
位面積あたりの使用量または希
釈倍数を記録し、一定期間保管
しましょう。

問合せ先  農林課　☎ ３５－５３７３
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※ 民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの

向上および地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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ご当地ナンバープレートの交付

　町では、皆さんの郷土への愛着
を深めるとともに、町のマスコッ
トキャラクター『パーシーちゃん』

『ローズちゃん』をＰＲするため、
ご当地ナンバープレートを交付し
ています。
◎対象車種
　町内に定置場を有する５０ｃｃ
以下の原動機付自転車（白色ナン
バー）のみ

▲ご当地ナンバーデザイン

※ ご当地ナンバープレートを希望
される人は、車輌登録時に申し
出てください。

※ 現在お持ちのナンバープレート
との交換はできません。

※ プレート代は無償ですが、番号
の指定はできません。

※ 数に限りがあります。
問合せ先  税務課　☎ ３５-５３６７

催し・講座

“笑福亭由瓶独演会”

　笑いと健康をテーマに、落語会
を開催します。
◎出演　落語家　笑福亭由瓶（上
方落語協会）
◎日時　６月１５日（土）
午後２時～（開場：午後１時３０分）
約１０５分（休憩含）
◎場所　総合町民センター　２階　
シアター
◎入場料　１,０００円（全席自由席）
◎定員　９４人
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※ チケットは総合町民センターで

５月１１日（土）～販売開始
※未就学児は入場不可
問合せ先  総合町民センター　
☎ ３２－１１１１

普通救命講習会

　救急車が到着するまでのわずか
な時間に、その場に居合わせた人
が適切に応急手当ができるように
講習会を開催します。
◎内容　心肺蘇生法、ＡＥＤの使
用方法、異物除去法および大出血
時の止血法を習得する普通救命講
習。
　郡消防組合消防本部のホーム
ページより応急手当Ｗｅｂ講習

（ｅ－ラーニング）を事前に受講す
ると、講習時間が短縮されます。
詳しくはホームページを確認して
ください。
◎対象者　大野町・揖斐川町在住・
在勤・在学の人（中学生以上）
◎期日　奇数月の第３日曜日（５
月１９日、７月２１日、９月１５
日、１１月１７日、令和７年１月
１９日、３月１６日）
◎時間　午前９時～正午（３時間）
※応急手当Ｗｅｂ講習を受講した
人は、午前１０時～正午（２時間）

（Ｗｅｂ講習受講証明書を印刷し
て（または画面メモ）持参する。
◎場所　郡消防組合
◎参加費　無料
◎申込方法　１週間前までに申込
用紙に記入し、持参または電話で
申込む。
※ 動きやすい服装で参加する。
※ 企業、団体等の申込み受付可
（１０人以上は開催日以外でも
講習会実施可。要相談）

※ 修了者に修了証を発行。
問合せ先  郡消防組合消防本部　警
防課　☎ ３２-２５５２

源泉徴収義務者向け　 
定額減税説明会

◎日時　５月９日（木）、２３日
（木）　午前１０時３０分～１１時
３０分、午後１時３０分～２時
３０分（各回１時間）
◎場所　大垣市スイトピアセン
ター　学習館４階　男女共同参画
活動室（大垣市室本町５丁目５１）
◎定員　各回５０人

※説明会は、原則予約制です。
※ 予約方法については、国税庁

ホームページをご覧いただく
か、次まで問合せてください。

問合せ先  
大垣税務署　
法人課税第一部門　
☎ ０５８４-７８-４１０６

ボランティア相談員養成講座

　岐阜いのちの電話は、自殺予防
を主な目的に、電話やメールを通
して、さまざまな困難を抱えてい
る人と心を通わせ生きる力を取り
戻されることを願い活動していま
す。
　相談ボランティアの養成講座受
講生を募集します。
◎講座日程　７～１２月の土また
は日曜日　（全１２回・月２回～３
回実施）
◎申込期限　６月７日（金）
※ 詳しくは、岐阜い

のちの電話ホーム
ページを確認して
ください。

問合せ先  岐阜いのちの電話協会事
務局　☎ ０５８-２７３-５３８７

２０２４年度岐阜高専公開講座

　科学やものづくりに興味を抱い
ていただけるよう、公開講座を実
施します。
◎講座日程　６～１０月に９講座
◎対象者　小学生、中学生（一部
社会人）
◎参加費　無料（一部講座は材料
費実費）
※ 詳しい内容はホームページをご

覧ください。
https://www.gifu-nct.ac.jp/about/
extension_lecture/
問合せ先  岐阜工業高等専門学校　
☎ ０５８-３２０-１２１３

国税庁
ホームページ
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募　集

夏休みの放課後クラブ 
指導員募集

◎勤務期間　７月１９日（金）～
８月２７日（火）（小学校夏休み期
間）
◎募集人数　若干名
◎勤務時間　午前７時４５分～午
後６時３０分（最終児童が帰宅す
るまで）のうち、４～６時間程度

（勤務場所による）週２～５日程度
◎時給　
１,１６５円（保育士資格、教員免許、
放課後支援員資格を有する場合）
１, ０７４円（保育士資格、教員免
許、放課後支援員資格がない場合）
◎勤務場所　全放課後クラブ
◎選考方法　面接（６月中旬予定）
◎受付期限　５月３１日（金）
◎応募方法　町指定の履歴書に必
要事項を記入のうえ、申込む（保
育士証または教員免許、放課後支
援員資格を有する人は写しを添付）。
申込・問合せ先  学校教育課　
☎ ３５－５３７８

令和７年二十歳を祝う会 
実行委員募集

　令和７年１月１２日（日）に大
野町二十歳を祝う会の開催を予定
しています。町では、本年度２０
歳を迎える平成１６年４月２日～
１７年４月１日に生まれた人の中
から、企画・準備を行っていただ
く実行委員を募集します。
※ 申 込 み は 二 次 元

コードからお願い
します。

※ 開催案内は１１月中に発送しま
す。町外にお住まいの人で、参
加希望の人は、次まで問合わせ
てください。

問合せ先  生涯学習課　☎ ３５-５３７９

よりよい川づくりのため 
河川愛護モニター募集

◎委嘱期間　７月１日～令和７年
６月３０日
◎手当　未定（令和５年度月額４,
５８０円）
◎応募資格　２０歳以上で木曽川
上流河川事務所管内の河川（木曽
川、長良川、揖斐川、牧田川、杭
瀬川、根尾川）の近隣にお住まい
で川に接する機会が多く河川愛護
に関心のある人。
◎募集人員　４人（予定）
◎募集期間　５月７日（火）～
１３日（月）
※ 制度改正等により期間満了以前

に委嘱を終了する場合がありま
す。

※ 詳しい内容は、ホームページを
ご覧ください。

https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/
問合せ先  国土交通省木曽川上流河
川事務所　☎ ０５８-２５１-１３２６

公務員合同説明会案内

◎日時　６月８日（土）、７月６日
（土）　午後１時～４時　受付：午
後０時３０分～（予約不要）
◎場所　自衛隊岐阜地方協力本部　
大垣地域事務所（大垣市林町５−
１８）
◎参加団体（予定）　自衛隊大垣地
域事務所、岐阜県庁（資料設置の

み）、大垣市役所（６月８日のみ）、
大垣警察署、大垣消防組合
※ 各参加団体が順番に説明を実施。
※ 安全面を配慮しながら開催し、

状況により変更の場合あり。
問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部 
大垣地域事務所　☎ ０５８４－７３－１１５０

相　談

お金をかけずに売上アップ  
経営相談会ｉｎ大野町

◎相談内容　販路拡大、新商品・
新サービスの開発、情報発信、起
業・創業の経営相談
◎相談対象　町内の中小企業経営
者・小規模事業者、町内に住所を
有する起業・創業を考えている人
◎相談日時　５月１７日（金）

（１）午後１時３０分～（２）午後
３時～（１件あたり１時間）
※要電話予約
◎相談場所　２階第１小会議室
◎費用　無料（同一年度内の無料
相談回数に制限あり）
※ 予約・問合せは、平日午前９時

～午後５時３０分
予約・問合せ先  大垣ビジネスサポー
トセンター（ガキビズ）　
☎ ０５８４-７８-３９８８
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里親を知る会（個別相談会）

　県では、保護者と一緒に暮らす
ことができなくなった子どもたち
を、ご自身の家庭で育ててくださ
る里親さんを募集しており、里親
についての個別相談会を開催しま
す。
◎主催　西濃子ども相談センター
◎第１回
相談日　５月２２日（水）
相談時間　午後２時～４時（１世
帯３０分程度）
相談場所　西濃子ども相談セン
タ ー（ 大 垣 市 禾 森 町 ５ 丁 目
１４５８－１０）
◎第２回
相談日　６月１２日（水）
相談時間　午後２時～４時（１世
帯３０分程度）
相談場所　大野子ども家庭支援セ
ンターこころ（桜大門５４１－１）
※ 里親に関する問い合わせ、面談

は随時行っております。
問合せ先  西濃子ども相談センター　
☎ ０５８４－７８－４８３８

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　５月１５日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）

※ 日程場所等は諸事情により変更
となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※ 初めての人が優先
※ 予約時簡単な聴き取りをしま

す。
予約・問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

弁護士相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　５月１３日（月）
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先  保健センター
☎ ３４-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　５月１５日（水）
毎月第３水曜日
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　公認心理師または保健
師
予約・問合せ先  保健センター
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　５月７日（火）、１４日
（火）、２８日（火）

◎相談時間　午後１時～３時
（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員（人権
等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員（行政
等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先  社会福祉協議会事務
局　☎ ３４-２１３０

県よろず支援拠点による 
経営相談

◎相談内容　売上拡大、経営改善、
事業継承、創業、ＩＴ（ＥＣ含む）、
労働・人事、税務等
◎相談日　随時
◎相談場所　事業所・役場等
◎相談員　県専門コーディネー
ター
◎相談方法　相談員による出張相
談、オンライン相談等　※要予約
◎予約方法　事前に電話等で予
約。（平日：午前８時３０分～午後
５時１５分）
※ 令和５年度まで「おおのビジネ

ス相談」として開催していたも
のです。

予約・問合せ先  岐阜県よろず支援拠
点　☎ ０５８-２７７-１０８８
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